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食品リサイクル法に基づく基本方針の見直しについて

令和７年２月



〇 食品関連事業者の取組の促進
〇 官民を挙げた食品ロスの削減
〇 登録再生利用事業者の育成・確保と登録再生利

用事業者による食品廃棄物等の適正な処理の促進
〇 再生利用事業計画認定制度等の推進

食品リサイクル法に関する基本方針の概要

〇 基本理念
〇 関係者の取組の方向
〇 食品循環資源の再生利用等の手法に関する優先

順位及び手法ごとの取組の方向

〇 発生の抑制に係る目標
〇 事業系食品ロスの削減に係る目標
〇 再生利用等の実施率に係る目標

二 食品循環資源の再生利用等を
実施すべき量に関する目標

一 食品循環資源の再生利用等の促進の
基本的方向

〇 ESDの視点を取り入れた正しい理解の促進
〇 もったいない意識の醸成
〇 国や食品関連事業者による情報提供

四 環境の保全に資するものとしての食品循環資源
の再生利用等の促進の意義に関する知識の普及
に係る事項

〇 施設整備の促進
〇 国と地方公共団体との連携等を通じた食品循環資源

の再生利用等の取組の促進
〇 家庭から発生する食品廃棄物に係る取組
〇 食品循環資源の再生利用等の促進のための普及

啓発
〇 研究開発及び新技術活用の促進

三② 食品循環資源の再生利用等の促進のため
の措置に関する事項

〇 基本方針策定の背景
〇 改正の歴史
〇 最近の状況

前文

〇 再生利用等の促進に資する取組
〇 推進のポイント

五 その他食品循環資源の再生利用等の促進に
関する重要事項

三① 食品循環資源の再生利用等の促進のため
の措置に関する事項

★ポイント
★ポイント



食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針の概要

一 食品循環資源の再生利用等の促進の基本的方向
３ 食品循環資源の再生利用等の手法に関する優先順位

-成分や熱量を最も有効活用できる
-飼料自給率の向上に寄与する
-畜産物の安定生産に資する
ことから、優先的に選択する

(1) 飼料化

飼料化が困難な場合には、

(2) 肥料化

飼料化及び肥料化が困難な場合には、

(3) きのこ菌床

飼料化、肥料化及び菌床への活用が困難な場合には、

(4) その他

低

優先度

高

炭化、油脂化及び油脂製品化、エタノール化、メタン化
→ これらはCO2排出量の削減、地球温暖化の防止に寄与。

第一に

発生抑制イ

再生利用ロ
第二に

熱回収ハ
第三に

減量ニ
第四に

〇 食品循環資源の再生利用等※の優先順位は、第一に発生抑制、第二に再生利用とする。
再生利用手法の優先順位は、食品循環資源の有する成分や熱量（カロリー）を最も有効に活用できる手段である飼料

化を第一に優先的に選択すること、有効活用の観点から飼料化が困難な場合は肥料化を行うこと等が基本方針において
定められている。

※再生利用等（発生抑制、再生利用、熱回収、減量）



食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針等の概要

１ 事業系食品ロスの削減に係る目標
○ 現行の事業系食品ロスの削減目標（2030年度までに2000年度比で半減（273万トン））は、コロナ影響による市

場の縮小等の影響があるものの、食品関連事業者等の不断の取組により、8年前倒しで2022年度に達成。
○ 新たな目標として、食品ロスの発生実績の趨勢を基本とする予測に加えて、コロナの影響やその間に起きた消費者の行動

変容、今後の食品ロス削減に向けた取組の拡大等を踏まえ、2000年度比で2030年度までに60%削減（219万トン）
とする目標を新たに設定。

○ 新たな目標の達成には、食品関連事業者による取組の推進とともに、消費者の理解や取組が鍵であることから、
国、地方公共団体、食品関連事業者、消費者等の様々な関係者が連携して、サプライチェーン全体で推進する必要。

○ 食品の種類や業種等によって、食品ロス削減の余地が異なるとともに、サプライチェーンが一体となって取り組む必要がある
ことから、サプライチェーン全体の目標とする。

Ⅰ 発生抑制
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（参考）業種別食品ロス量の推移
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 業種ごとの食品ロス量は、 ４業種全て減少傾向となり、特に外食産業は大幅に減少した。



（参考）これまでの事業系食品ロス削減に向けた取組と効果

 業種ごと、業種間の協調による取組や消費者への働きかけと一体となった取組の推進により、食品ロス削減に一定の効果。
 食品ロス削減への効果を持続させるためにも、これらの取組は引き続き継続していく必要。

※各セル内の〇△は取組がどの段階で食品ロス削減に効果的かを示したもの

外食段階食品小売段階食品卸売段階食品製造段階効果取組

－〇〇〇製造段階での廃棄の削減納品期限緩和

－－〇〇製造段階での廃棄の削減リードタイムの延⾧

－〇〇〇製造・販売段階での廃棄の削減
賞味期限の
年月表示化

－〇〇〇製造・販売段階での廃棄の削減賞味期限の延⾧

－〇〇〇製造・販売段階での廃棄の削減未利用食品の寄附促進

〇〇〇〇製造・販売段階での廃棄の削減
需要に見合った製造/販売
の推進

－〇－－販売段階での廃棄の削減
消費者の購買行動の変容
の推進
（「てまえどり」の推進）

〇ー－－食べ残しによる廃棄の削減

食べきり/持ち帰りの推進
（消費者への啓発）
※食品ロス削減月間の啓発
・宴会時の3010運動・mottECO
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(参考）新たな目標に向けての食品関連事業者による効果的な取組

 食品事業者が取組を進めるにあたって、消費者の食品ロス削減への理解や取組も重要。
 食品の製造から小売・外食までの業種別に、食品ロスの発生量が多い工程等において、効果的な取組を強化することにより、

新たな目標（６割減）を実践。
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２ 食品関連事業者の食品ロス削減の取組促進
食品関連事業者は、食品廃棄物等の発生の抑制を実施するに当たっては、主として次に掲げる措置を講ずる。（省令改正）

○ 未利用食品等まだ食べることができる食品を、必要な食品を十分に入手することができない者に提供するよう努める。

○ 賞味期限の表示方法について、年月表示等による工夫を行うよう努める。

○ 食品の特性に応じて製造又は加工の日から賞味期限までの期間を延⾧するよう努める。

○ 食品の販売を行う食品関連事業者は、納品期限の緩和、発注を早期に行う等、取引先の食品関連事業者における食
品廃棄物等の発生の抑制の円滑な実施に資する措置を講ずるよう努める。

３ 食品関連事業者の取組の開示強化
○ 食品関連事業者は、未利用食品の提供量等の情報を有価証券報告書、統合報告書やインターネット等で提供する

よう努める。（省令改正）

○ 国民にとってわかりやすい情報発信とするため、食品関連事業者の発生抑制等の取組を適正に評価する仕組みを検討。

検討に当たっては、取扱食品の特性等により発生抑制や再生利用のしやすさが地域や業種ごとに異なる点に留意し、優良
事業者の公表を基本的な方策とする。
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Ⅱ 再生利用等

１ 再生利用等の実施率に係る目標（2029年度までの目標値）
○ 食品小売業は直近の実績が2024年度目標を達成していることから65％に目標を向上させる。

○ 食品製造業は既に一定以上の取組が進められていることから目標95％を据え置く。

○ 直近実績と2024年度目標がかい離している食品卸売業及び外食産業は、目標（それぞれ75％, 50％）を据え置
いた上で、再生利用等の促進のために取組を一層推進することとする。
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２ 再生利用等の推進施策
食品関連事業者の再生利用等の取組を推進するため、以下の取組を推進。

○ 国が優良事例等の情報等を地方公共団体に提供することを通じ、関係者との連携を促進する。(自治体支援)

○ 特に、年間の食品廃棄物等の発生量が100t未満の事業者の再生利用等実施率が低いことから、事業者の意識向上
のため、食品リサイクルに関する情報発信を強化する。（情報発信）

○ 登録再生利用事業者制度の認知度を高め、再生利用等に着実に取り組む登録事業者の増加につなげる観点から、登
録再生利用事業者制度の活用促進を検討・実施する。（リサイクル事業者の確保）

○ 地方公共団体、食品関連事業者、再生利用事業者等の連携による、食品廃棄ゼロエリアの創出等を通じた先進的事
例の構築・周知を行う。（関係者の連携強化）

○ 外食産業においては、再生利用等の促進のため、優良事例の研究や食品循環資源の再生利用の意義、外食の発生
抑制に係る取組事例等のマニュアル普及や関係者との連携強化等を行う。（外食産業の取組強化）

＜年間の食品廃棄物等の発生量が100t未満の事業者における優良事例のイメージ＞
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（参考）食品ロス削減、食品廃棄ゼロエリア創出等に関するモデル事業

 食品ロス削減の先進的取組や、食品ロスと食品リサイクルを通じた食品廃棄ゼロ（＝焼却･埋立ゼロ）を目
指す先行エリア創出に関するモデル事業を実施し、食品ロス削減及び食品リサイクルを促進する。

 令和6年度（令和5年度補正予算分含む）は計14件（食品ロス削減5件、食品廃棄ゼロエリア9件）のモ
デル事業を採択。モデル事業の成果は環境省HP掲載等を通じて横展開を図る。
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食品廃棄ゼロの達成イメージ


